
43 

１２．「源泉徴収票」「給与支払報告書」マイナンバー付の出力方法 

◎Ｗｅｂマイナンバー管理サービス(別契約)のお客様のみ、マイナンバーが印字され

た「源泉徴収票」「給与支払報告書」を PDF で出力することができます。（任意） 

  12 月 21 日リリースにて、「源泉徴収票」はお客様番号、会社番号、源泉コード、税

務署ＳＥＱ、社員番号順に、「給与支払報告書」はお客様番号、会社番号、地方税コー

ド、市区町村コード、普通徴収希望、社員番号順になります。 

リリース前は社員番号順になりますのでご注意ください。 

 

１．PROSRV の操作 

PROSRV よりⒶ「源泉徴収票」Ⓑ「給与支払報告書」を作成するのに必要なエクセル 

ファイルを作成します。 

『その他』⇒『外部出力メニュー』－「ファイル作成指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①Ⓐ「源泉徴収票」Ⓑ「給与支払報告書」作成したいものに、 

☑をつけて「作成」ボタンを押下すると、画面が遷移します。 

 

エラー!
  

○Ａ  

○Ｂ 
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『その他』⇒『外部出力メニュー』－「ファイルダウンロード」 

 

② エクセルファイルができあがりますので、デスクトップなどに一時保存します。 

 

③ ②で作成したエクセルファイルを編集し、Ⓐ「源泉徴収票」Ⓑ「給与支払報告

書」を作成したい従業員のみにすることもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○Ａ  

○Ｂ 
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Ⓐ「源泉徴収票」 

・「M14 最新・源泉徴収票本処理（年調）」（基本こちらを☑） 

→最新の年末調整結果から出力（再年末調整処理分も含む） 

・「M15 履歴・源泉徴収票本処理（年調）」 

→過去の年末調整結果から出力 

（D 列が年度になっているので必要な分だけ作成することが可能） 

・「M17 最新・源泉徴収票本処理（再年）」 

→最新の再年末調整結果から出力（再年末調整処対象者のみ出力） 

・「M18 履歴・源泉徴収票本処理（再年）」 

→過去の再年末調整結果から出力（再年末調整処対象者のみ出力） 

（D 列が年度になっているので必要な分だけ作成することが可能） 

 

＜Ⓐ「源泉徴収票」データ出力順＞ 

お客様番号、会社番号、源泉コード、税務署ＳＥＱ順（※）、社員番号となり 

指定することはできません。 

（12 月 21 日リリース予定、リリース前は社員番号順になります） 

 

（※）税務署ＳＥＱ順 

「１０．年末調整処理結果データの外部出力」より出力した Excel ファイルの 

ＩＪ列「税務署ＳＥＱ」がＡ～Ｊ（４．「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計

表（転記用）」「源泉徴収票を提出するもの」）までの方が、税務署提出対象者とな

ります。（Ｋ～Ｑは提出対象外者） 

                          税務署 SEQ 

 

＜Ⓐ「源泉徴収票」データ出力対象者＞ 

  支払金額、源泉徴収金額、社会保険料等の金額のいずれかに金額がある方全員となり

ます。 

⇒ 出力した Excel ファイルを税務署提出対象者（「税務署ＳＥＱ」がＡ～Ｊ）  

のみとし、提出対象者のみ「源泉徴収票」を作成することも可能です。 
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Ⓑ「給与支払報告書」 

・「M20 最新・給報本処理（年調）」（基本こちらを☑） 

→最新の年末調整結果から出力（再年末調整処理分も含む） 

・「M21 履歴・給報本処理（年調）」 

→過去の年末調整結果から出力 

（D 列が年度（年調年＋１年）になっているので必要な分だけ作成することが可能） 

・「M23 最新・給報本処理（再年）」 

→最新の再年末調整結果から出力（再年末調整処対象者のみ出力） 

・「M24 履歴・給報本処理（再年）」 

→過去の再年末調整結果から出力（再年末調整処対象者のみ出力） 

（D 列が年度になっているので必要な分だけ作成することが可能） 

 

＜Ⓑ「給与支払報告書」データ出力順＞ 

お客様番号、会社番号、地方税コード、市区町村コード、普通徴収希望順（※）、社員

番号となり、指定することはできません。 

（12 月 21 日リリース予定、リリース前は社員番号順になります） 

 

（※）普通徴収希望順 

  『給与計算』⇒「給与」－「年末調整」「普通徴収希望」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Ⓑ「給与支払報告書」データ出力対象者＞ 

  支払金額、源泉徴収金額、社会保険料等の金額のいずれかに金額がある方全員となり

ます。 

   ⇒出力した Excel ファイルを出力したい対象者のみとし、「給与支払報告書」を 

作成することも可能です。 
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２．◎Web マイナンバー管理サービスの操作 

「１．PROSRV の操作」にて出力したエクセルファイルにマイナンバーを付加し、 

Ⓐ「源泉徴収票」Ⓑ「給与支払報告書」を作成します。 

『法定帳票・データ作成』⇒「ファイルアップロード」 

①「帳票データアップロード」画面を開きます。 

         ↓ 

・Ⓐ「源泉徴収票」出力の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ⓑ「給与支払報告書」出力の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

 

 

④ 

 

 

 

② 

③ 

 

 

④ 

 

 

 

⑤ 
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 ②「利用用途」を選択します。 

 ⇒「利用用途」が表示されない場合 
『システム利用設定』⇒「利用用途マスタ」より、以下のように対象機能「電子データ作成」 

の「利用用途」の設定が必要です。 

 

 ③帳票グループ：「源泉徴収票」 

  帳票：Ⓐ「源泉徴収票」の場合は「給与所得の源泉徴収票」 

     Ⓑ「給与支払報告書」の場合は、「給与支払報告書」を選択 

  バージョン：「令和 07年以降」 

（過去の帳票を出力する場合は合わせて選択） 

  取込：「ファイルの選択」ボタンを押下し、「１．PROSRV の操作」で作成した 

ファイルを選択 

取込ファイル形式：「MS Excel2003以前（*.xls）」を選択 

取込ファイルパスワード有無／帳票ファイルパスワード有無： 

「パスワードなし」を選択すると、パスワードが不要 

   個人番号出力有無:☑あり 

 

 ④「帳票／データ作成」ボタンを押下します。 

 

 ⑤「帳票ダウンロード」の画面に遷移し、ファイルが出来上がります。 

  『法定帳票・データ作成』⇒「帳票ダウンロード」 

 

 

 

 

 

 

○Ａ  

Ⓑ 
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＜Ⓐ「源泉徴収票」サンプル＞ 

 

 

左側：受給者交付用１枚        右側：税務署提出用１ 

   マイナンバー印字なし         マイナンバー印字あり 

 

 

※左側は、受給者交付用となります。 

右側を、税務署提出用として税務署へご提出ください。 

 

※お客様番号、会社番号、源泉コード、税務署 SEQ 順、社員番号順で出力されます。 

  （12 月 21 日リリース予定、リリース前は社員番号順になります） 

 

※年少扶養親族のマイナンバーは印字されません。 

（ただし、年少扶養親族の名前は 16 歳未満の扶養親族に印字されます） 

 

※PROSRV と◎Web マイナンバー管理サービスの本人・家族の登録内容が一致していて 

いないと、マイナンバーは印字されません。 

 

※マイナンバーの登録がなくても氏名等は印字されますが、個人番号欄はブランクで 

「源泉徴収票」が出力されます。対象の方のマイナンバーが不明な場合は、そのままご提

出いただくか、わかり次第マイナンバーを手書きにて追記していただいて、ご提出いた

だいても問題ありません。 

 

控除対象扶養親族等マイナンバー印字あり 

本人マイナンバー印字あり 



50 

＜Ⓑ「給与支払報告書」サンプル＞ 

 

 

左側：会社控え１枚            右側：市区町村提出用１枚 

   マイナンバー印字あり           マイナンバー印字あり 

 

 

 

 

※左側は、会社控えとなります。 

右側を、市区町村提出用として各市区町村へご提出ください。 

 

※お客様番号、会社番号、地方税コード、市区町村コード、普通徴収区分ソート用、社員

番号順で出力されます。 

（12 月 21 日リリース予定、リリース前は社員番号順になります） 

 

※PROSRV と◎Web マイナンバー管理サービスの本人・家族の登録内容が一致していて 

いないと、マイナンバーは印字されません。 

 

※マイナンバーの登録がなくても氏名等は印字されますが、個人番号欄はブランクで 

「給与支払報告書」が出力されます。対象の方のマイナンバーが不明な場合は、そのまま

ご提出いただくか、わかり次第マイナンバーを手書きにて追記していただいて、ご提出

いただいても問題ありません。 

 

６） 「地方税コード―市区町村コード」を印字 

本人マイナンバー印字あり 

控除対象扶養親族等マイナンバ控除対象扶養親族等・年少扶養親族マイナンバー印字あり 

本人マイナンバー印字あり 


